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こ
ん
な
議
案
を
審
議
し
ま
し
た

そ
こ
が
聞
き
た
い
一
般
質
問

委
員
会
の
う
ご
き

そ
の
他

質

問

平
成
27
年
２
月
17
日
付
け
で

芝
根
地
区
９
区
長
よ
り
提
出

さ
れ
た
、
Ｊ
Ａ
し
ば
ね
支
店
敷
地
取

得
に
関
す
る
請
願
に
つ
い
て
の
町
の

対
応
は
。

答

弁

町
長

　
Ｊ
Ａ
が
ど
の
よ
う
な

土
地
利
用
を
考
え
て
い
る
の

か
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
結
果
を
踏

ま
え
今
後
の
対
応
を
検
討
し
て
い
き

た
い
。

質

問

具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
進
め
よ
う
と

考
え
て
い
る
の
か
。

答

弁

町
長

　
町
民
が
納
得
す
る
使

用
目
的
を
し
っ
か
り
と
議
論

し
た
上
で
検
討
し
て
い
く
。

質

問

使
用
目
的
の
検
討
に
、
地
元

の
提
案
を
取
り
入
れ
る
意
思

は
あ
る
の
か
。

答

弁

町
長
　
今
ま
で
も
、
町
に
寄

せ
ら
れ
た
意
見
・
要
望
は
十

分
に
聞
い
た
上
で
検
討
し
て
い
る
し
、

今
後
も
そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
。

質

問

集
中
豪
雨
・
台
風
等
の
雨
水

対
策
は
。

答

弁

町
長
　
雨
水
滝
２
号
幹
線
に

勾
配
を
つ
け
、
流
下
能
力
を

高
め
る
水
路
改
修
工
事
を
行
っ
た
。

ま
た
、
雨
水
滝
５
号
幹
線
は
滝
川
に

放
流
す
る
経
路
を
新
設
し
た
。
さ
ら

に
雨
水
滝
３
号
幹
線
は
、
滝
川
か
ら

水
道
庁
舎
ま
で
の
間
が
本
年
度
完
成

を
予
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

滝
川
左
岸
地
域
で
頻
繁
に
発
生
し
た

道
路
冠
水
や
床
下
浸
水
の
解
消
が
期

待
で
き
る
。

質

問

下
流
域
へ
安
定
し
て
水
の
供

給
を
す
る
こ
と
が
難
し
い
。

優
良
農
地
水
田
の
用
水
利
用
改
善
は
。

答

弁

町
長

　
利
用
者
そ
れ
ぞ
れ

が
、
節
度
を
持
っ
て
用
水
の

管
理
に
協
力
し
て
も
ら
う
よ
う
、
滝

川
統
合
堰
協
議
会
に
対
応
を
要
請
し

て
い
る
。

質

問

優
良
農
地
の
農
業
振
興
策

は
。

答

弁

町
長

　
農
地
中
間
管
理
事
業

や
農
地
利
用
集
積
円
滑
化
事

業
等
の
活
用
に
よ
り
、
担
い
手
の
農

地
集
積
を
図
り
、
農
地
の
集
団
化
に

よ
る
経
営
コ
ス
ト
縮
減
支
援
を
行
っ

て
い
る
。
ま
た
、
新
規
就
農
者
確
保

事
業
や
経
営
体
育
成
支
援
事
業
を
活

用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
担
い
手
の
定

着
及
び
経
営
発
展
支
援
も
行
っ
て
い

る
。

 町長

ＪＡがどのような土地利用を考えて
いるのかを踏まえ検討していく

ＪＡしばね支店敷地取得に
関する請願の検討状況は

髙
橋
茂
樹

閉店されたＪＡしばね支店
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こ
ん
な
議
案
を
審
議
し
ま
し
た

そ
こ
が
聞
き
た
い
一
般
質
問

委
員
会
の
う
ご
き

そ
の
他

質

問

本
町
が
所
有
す
る
建
物
等
の

財
産
に
は
、
取
得
さ
れ
て
か

ら
既
に
20
年
以
上
が
経
過
し
て
い
る

も
の
が
多
数
存
在
す
る
。
こ
う
し
た

建
物
等
の
財
産
は
、
老
朽
化
が
進
ん

で
お
り
、
今
後
は
大
規
模
な
改
修
を

計
画
的
に
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

　
本
町
に
お
い
て
も
、
少
子
・
高
齢

化
や
人
口
減
少
が
進
行
す
る
中
で
、

こ
う
し
た
財
産
の
管
理
を
ど
の
よ
う

に
行
っ
て
い
く
つ
も
り
な
の
か
。
具

体
的
に
は
、
文
化
セ
ン
タ
ー
（
経
過

年
数
22
年
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
社

会
体
育
館
（
33
年
）、
南
中
学
校
（
28

年
）、
芝
根
小
学
校
（
25
年
）、
南
小

学
校
（
21
年
）、玉
村
幼
稚
園
（
26
年
）、

第
５
保
育
所
（
39
年
）、
児
童
館
・
ふ

れ
あ
い
教
室
・
通
級
教
室
、
障
害
福

祉
セ
ン
タ
ー
「
た
ん
ぽ
ぽ
」、
ま
た
、

消
防
団
詰
所
、
第
１
分
団
（
34
年
）・

第
２
分
団
（
32
年
）・
第
３
分
団
（
38

年
）・
第
４
分
団
（
13
年
）・
第
５
分

団
（
36
年
）・
第
６
分
団
（
30
年
）・

第
７
分
団
（
32
年
）・
第
８
分
団
（
17

年
）・
第
９
分
団
（
37
年
）・
第
10
分

団
（
34
年
）
や
消
防
車
両
、
第
１
分

団
（
20
年
）・
第
２
分
団
（
19
年
）・

第
３
分
団（
15
年
）・第
10
分
団（
19
年
）

の
改
修
内
容
や
時
期
、
費
用
、
財
源

等
に
つ
い
て
、
町
の
今
後
の
計
画
は

ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

答

弁

町
長

　
過
去
に
建
設
さ
れ
た

公
共
施
設
等
が
、
こ
れ
か
ら

大
量
に
更
新
時
期
を
迎
え
る
こ
と
と

な
る
。
一
方
で
、
財
政
は
依
然
と
し

て
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
公
共
施
設
等
の
全
体
を

把
握
し
、
中
・
長
期
的
な
視
点
を
持
っ

て
、
更
新
・
統
廃
合
・
長
寿
命
化
な

ど
を
計
画
的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、

財
政
負
担
を
軽
減
・
平
準
化
す
る
と

と
も
に
、
公
共
施
設
等
の
適
切
な
管

理
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
厳
し
い
財

政
状
況
の
中
で
は
、
事
業
の
優
先
順

位
や
将
来
を
見
据
え
た
予
算
の
平
準

化
を
図
り
、
総
合
的
に
管
理
す
る
た

め
に
「
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
」

を
平
成
28
年
度
に
策
定
す
る
予
定
で

あ
る
。

 町長

来年度に公共施設等総合管理
計画を策定する予定

本町が所有する建物などの
財産管理状況は

浅
見
武
志

昭和 51年に建設され
築 39年となった第５保育所




